
「オ アシスの森 づ くり」事業 明 会

東 山公 園 (藤 巻 ・山香地 区 )

日 時

場 所

令 和 2年 10月

午 後 2時 ～ 3時

西 山 水 処 理 セ ン

24日 (IL)

30分

タ ー

資料 2

〈次  第 〉

司会 進 行  緑 政 土 木 局 緑 地 部 緑 地 事業 課 主 査

1.開 会の挨拶 緑 政 土 木 局 緑 地 部 緑地 事 業 課 課 長

2.説 明   緑 政 土木 局 緑地 部 緑地 事 業 課 係 長

武 田 一 利

岩 本  渉

後 藤 千 絵

質 疑 応 答              /ン ~́

閉会 の挨拶 緑 政 土 木 局 緑 地 部 緑 地 事 業 課 主 幹 矢 子 富 夫

◎ お問 い合わせ 先

緑政土木局 緑地部 緑地事業課 事業推進係

〈オアシスの森 づ くり事業 全般 について〉

担 当 :後 藤・松永     TEL(052)972¨ 2493

〈借地契約 に関す ることについて〉

担 当 :武 田・瀬戸・木村  TEL(052)972‐ 2478

3.

4.
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本市では、都市計画決定した/AN園・緑

地内において、公園整備事業に着手する

までの間、土地所有者の方長のご協力を

得て、民有樹林地をお借りし、その土地

を使用させていただきながら、樹林地等
の保護、育成を行い、魅力ある森を市民
の憩いの場として提供することを目指し

ております。

土地所有者の方展との話し合いを進め、
ご協力を得ることを考えております。以

下に制度の概要を掲げましたので、皆様
のご理解、ご協力を得られますようお願
いいたします。

名古屋市緑政土木局
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オアシス(

1。 対象区 1或の設定について

「オアシスの森」は、都市計画/AN園 0緑

地の区域内の樹林地等によって形成されて

いるまとまりのある土地の中で、散策路や

眺望点等の整備により、市民利用に5、さわ

しいと認められる一定の区域を対象区域と

して設定します。

2.「オアシスの森づくり」について

土地所有者の方展から使用貸借していた

だける土地と、市有地等を含めた一定の区

域を「オアシスの森」として指定します。
「オアシスの森」として指定した区域を市
民が利用できるよう、整備を行います。樹

木等の植生や景観を損なわないよう散策路、
ベンチ、道標等の必要最小限の施設や、こ
の区域内は「オアシスの森」であることを

表示した標識を設置します。

市は、「オアシスの森」として市民の不」

用に必要な樹林地や施設等の維持管理を行
います。

3.土地使用貸借と税について

「オアシスの森」として使用できる土地

を確保するために、対象区域内の土地の所

有者の方長と土地の使用貸借契約 (土地を
無償でお借りし、使用させていただ<契
約)を締結します。土地使用貸借の原貝」は

以下のとおりです。

～使用貸借による樹林 :

ノ

整理された竹林

良好な樹林地の育成



森づ<り
等の保全と活用をめざして～

展 望地

1)土地の使用貸借期間は5年とします。

契約期F85の満了後はさらに5年 FB5同 一条件

で契約更新できるものとして、以降も同様

となります。

2)使用貸借契約が締結され、「オアシス

の森」として利用される場合には、該当す

る土地に対する固定資産税と都市計画税が

課税されません。

4.土地所有者の方長との協議や契約

の解除について

1)権利設定や所有権の移転の場合

使用貸借契約を締結した土地の所有者の

力長が、その土地に所有権以外の権利を設

定したり、土地の所有権を移転しようとす

る場合は、市と協議していただきます。

2)使用貸借契約の解除

使用貸借の期FB5内 であっても、次の事項

に該当するときには、その土地の使用貸借

契約を解除できます。
・都市計画公園事業に着手するとき。
・土地の所有者との協議により、やむを

得ない理由があると認められるとき。

※不明な点、わかりに<い点がございまし

たら、下記までおFo5い 合わせ<ださい。

名古屋市緑政土木局

緑地部緑地事業課

電話052-972-2493


